
 

 

電機連合＠見える化通信 Vol.１６６（２０２５.１０） 「見える化通信」では、難しそうで見えづらい政策課題の中身を月に一回紹介します。 

 

「
地
域
別
最
低
賃
金
」
は
、
外
国
人
労
働
者
も

含
め
た
す
べ
て
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。 

金
額
決
定
に
あ
た
り
、
全
国
的
な
整
合
性
を

図
る
た
め
、
中
央
最
低
賃
金
審
議
会
か
ら
地
方

最
低
賃
金
審
議
会
に
対
し
、
全
地
域
を
３
ラ
ン

ク
に
分
け
た
金
額
改
定
の
た
め
の
引
上
げ
額
の

目
安
が
提
示
さ
れ
ま
す
。
地
方
最
低
賃
金
審
議

会
で
は
、
そ
の
目
安
を
参
考
に
し
な
が
ら
地
域

の
実
情
に
応
じ
た
地
域
別
最
低
賃
金
額
の
改
正

の
た
め
の
審
議
を
行
い
、
金
額
を
決
定
し
ま
す
。 

例
年
、
10
月
１
日
改
定
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た

が
、
近
年
は
慎
重
な
審
議
を
重
ね
た
こ
と
に
よ

り
決
定
が
後
ろ
倒
し
と
な
り
、
今
年
は
発
効
日

が
翌
年
と
な
る
地
域
も
あ
り
ま
す
。
（
図
表
１
） 

                 

 

「
特
定
最
低
賃
金
」
は
、
特
定
の
産
業
に
つ
い

て
設
定
さ
れ
て
い
る
最
低
賃
金
で
す
。
関
係
労
使

の
申
出
に
基
づ
き
、
当
該
産
業
の
基
幹
的
労
働
者

を
対
象
と
し
て
、「
地
域
別
最
低
賃
金
」
よ
り
も

金
額
水
準
の
高
い
最
低
賃
金
を
定
め
る
こ
と
が

必
要
と
認
め
る
産
業
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
ま
す
。 

中
央
か
ら
目
安
が
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

ど
の
産
業
に
適
用
さ
れ
る
の
か
は
都
道
府
県
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。
ま
た
、
労
働
者
、
使
用
者
、

公
益
の
３
者
で
構
成
さ
れ
る
最
低
賃
金
審
議
会

に
お
い
て
、
全
会
一
致
で
必
要
性
が
認
め
ら
れ

な
け
れ
ば
改
正
さ
れ
ま
せ
ん
。 

「
特
定
最
低
賃
金
」
と
「
地
域
別
最
低
賃
金
」

の
両
方
の
最
低
賃
金
が
同
時
に
適
用
さ
れ
る
場

合
は
、
高
い
方
の
最
低
賃
金
額
が
適
用
さ
れ
ま

す
が
、
近
年
、
地
域
別
最
低
賃
金
の
大
幅
引
き
上

げ
を
理
由
に
、
使
用
者
側
が
特
定
最
低
賃
金
の

金
額
改
正
に
反
対
し
、
地
域
別
最
賃
に
飲
み
込

ま
れ
る
地
域
が
増
え
て
い
ま
す
。
（
図
表
２
） 

            

 

特
定
最
低
賃
金
の
必
要
性
審
議
や
、
金
額
改

正
を
論
議
す
る
際
、
企
業
内
最
低
賃
金
協
定
書

は
、
そ
の
根
拠
と
な
る
、
最
も
重
要
な
書
類
で
す
。

そ
の
た
め
、
電
機
連
合
は
統
一
闘
争
に
お
い
て

産
業
別
最
低
賃
金
（
18
歳
見
合
い
）
の
水
準
引

き
上
げ
を
行
い
、
企
業
内
最
低
賃
金
と
し
て
協

定
す
る
よ
う
取
り
組
み
を
推
進
し
て
い
ま
す
。 

電
機
連
合
は
、
統
一
闘
争
の
成
果
を
電
機
産

業
で
働
く
未
組
織
労
働
者
を
含
む
す
べ
て
の
労

働
者
に
波
及
さ
せ
、
賃
金
の
底
上
げ
を
図
る
と

と
も
に
、
公
正
競
争
確
保
を
通
じ
た
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
全
体
の
健
全
か
つ
持
続
的
な
成
長
を

め
ざ
す
た
め
、
特
定
最
低
賃
金
の
金
額
改
正
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
（
図
表
３
） 

す
べ
て
の
人
が
対
象
の 

「 

地
域
別
最
低
賃
金
」 

産
業
の
基
幹
的
労
働
者
が
対
象
の 

「 

特
定
最
低
賃
金
」 

電
機
産
業
で
働
く
す
べ
て
の
人
々
の 

賃
金
の
底
上
げ
を
め
ざ
し
て 

最低賃金の改定 

働く人全体の生活の安定と向上をめざして 
2025年度の最低賃金引き上げが10月から全国で順次適用されます。 

最低賃金制度は、最低賃金法に基づき賃金の最低限度を定め、会社はその最低賃金額以上の賃金を支払

わなければならないとする制度で、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があります。 

電機連合 政策部門 

地 域 別 最 低 賃 金 特 定 最 低 賃 金

意　義
役　割

憲法で定められた「健康で文化的最低限度
の生活を営む権利」を保障するための社会
的な仕組み

賃金格差の是正と産業の公正な市場競争を
促し、産業の魅力と持続可能性を高めるた
めの仕組み

企業内の賃金の最低額を保障
することで、従業員の安心・安定
を確保する

•すべての労働者に適用 •産業ごとの基幹的労働者に適用 •企業内従業員

•年齢、国籍、雇用形態、勤務形態を問わな
い。障がい者、外国人技能実習生にも適用さ
れる。派遣労働者は、派遣先の事業所の最低
賃金が適用される。

•左記のうち、18歳未満、65歳以上、軽易業
務等を除く。

＊組合員、全従業員、年齢別最
低賃金など、範囲は異なる

•都道府県ごとの決定を義務付け
•行政の諮問による審議会方式

•産業ごと（都道府県ごと）に労使が必要と
認める場合に設定

•労使合意で決定

•関係労使の申出・審議による審議会方式
•申出には、企業内最低賃金協定の締結など
が要件として求められる

罰　金
最低賃金法により、上限１件50万円 労働基準法の賃金の全額払い違反となり、

上限１件30万円
労働基準法の賃金の全額払い
違反となり、上限１件3０万円

＊罰金の１件は、支払期ごとおよび労働者ごと

対 象 者

決定条件
・方式

法　定　最　低　賃　金
企 業 内 最 低 賃 金 協 定

■図表１ 2025年度の地域別最低賃金審議結果 

■図表２ 地域別最賃、電機特賃、 

企業内最賃引上率と電機特賃数 

■図表３ 最低賃金の種類 
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※2 電機特賃数＝特賃＞地賃の場合

Aランク …６都府県

Bランク …28道府県

Cランク …13県

上段：都道府県

中段：地域別最低賃金

下段：発効日

北 海 道

1,075円

10月4日

秋　田 青　森

1,031円 1,029円

3月31日 11月21日

富　山 新　潟 山　形 岩　手

1,062円 1,050円 1,032円 1,031円

10月12日 10月2日 12月23日 12月1日

山　口 島　根 鳥　取 京　都 福　井 石　川 長　野 宮　城 福　島

1,043円 1,033円 1,030円 1,122円 1,053円 1,054円 1,061円 1,038円 1,033円

10月16日 11月17日 10月4日 11月21日 10月8日 10月8日 10月3日 10月4日 1月1日

広　島 岡　山 兵　庫 滋　賀 岐　阜 山　梨 群　馬 栃　木

1,085円 1,047円 1,116円 1,080円 1,065円 1,052円 1,063円 1,068円

11月1日 12月1日 10月4日 10月5日 10月18日 12月1日 3月1日 10月1日

大　阪 奈　良 愛　知 静　岡 埼　玉 茨　城

愛　媛 香　川 1,177円 1,051円 1,140円 1,097円 1,141円 1,074円

1,033円 1,036円 10月16日 11月16日 10月18日 11月1日 11月1日 10月12日

12月1日 10月18日 和 歌 山 三　重 神 奈 川 東　京

高　知 徳　島 1,045円 1,087円 1,225円 1,226円

1,023円 1,046円 11月1日 11月21日 10月4日 10月3日

12月1日 1月1日 千　葉

1,140円

10月3日

沖　縄

1,023円

12月1日

長　崎 佐　賀 福　岡

1,031円 1,030円 1,057円

12月1日 11月21日 11月16日

熊　本 大　分

1,034円 1,035円

1月1日 1月1日

鹿 児 島 宮　崎

1,026円 1,023円

11月1日 11月16日

全国加重平均

１，１２１円


